
 

 

 

北広島市国民健康保険運営協議会会議録（書面開催） 
  

 

1 会議名  令和 3年度 第 3回北広島市国民健康保険運営協議会 

2 日 時  令和 4年 2月 10日（金） 

3 会 場  書面開催 

4 出席者  委 員 ：川島会長、安達委員、伊東委員、今井委員、奥田委員 

山美委員、葛西委員 

事務局等：三上保健福祉部長 

（税 務 課）近藤課長 （健康推進課）影久課長、浜山主査 

（保険年金課）林課長、三澤主査、石川主査、小松主任 

 

会議内容 

）審議事項 （1）北広島市国民健康保険税率の改正について 

 

 

審議事項 

（1） 北広島市国民健康保険税率の改正について 

（事務局より説明） 

（意見） 

（Ａ委員） 

令和 4 年度も令和 3 年度と同様、税率の改定を行わないということは理解し了

解しました。市積算保険税収納必要額は、令和 3年度の額に比べ増え、被保険者

一人当たりの収納必要額も上がるということですね。被保険者数が減っているた

め、一人当たりの必要額が高くなるのはやむを得ないことでありますが、負担が

かさむことは、生活費を圧迫することになり。不安を感じる人たちが増えるもの

と思います。 

（事務局より説明） 

  保険税収納必要額は、北広島市国保が道、国へ納める保険税であり、令和 3年度

から令和 4年度に 1人当たりの収納必要額が増えるからといって、被保険者の保険

税が増えるということではありません。税率等を据え置いたとしても収納必要額を

賄えるよう、様々な工夫を行ってまいります。 

  また、令和 4年度について、税率、均等割、平等割の改定を行わないので、世帯

内の所得や世帯構成に変わりがなければ、令和 3 年度の比べ保険税は増えません。

世帯内の所得や世帯人数が増えれば、保険税は増えます。 

 (各委員～賛成)  

 

＜ 閉 会 ＞ 

         


